
－ 28－

第
２
章　

基
本
目
標
、
重
点
目
標
、
施
策
の
基
本
的
方
向

基本目標Ⅱ　女性が活躍できる社会づくり（女性のチャレンジ支援の推進）

　男女が共にあらゆる分野に参画し、その個性と能力を十分に発揮することができる社会づくりが重

要です。

　また、将来にわたり持続可能で、多様性に富んだ活力ある社会を構築するためには、多様な人材の

能力の活用、多様な視点の導入が必要です。

　特に、政策・方針決定過程への女性の参画が重要ですが、例えば県の審議会等の委員に占める女性

の割合は増加傾向にあるものの、社会の様々な分野での女性の参画の割合はまだ少ない状況です。

　そのため、政策・方針決定過程への女性の参画の推進や女性の能力向上への支援を行うとともに、

国際的な男女共同参画への取組に対する理解や国際協力活動への参画を促進することにより、女性の

エンパワーメント ( ※ ) を進めることが必要です。
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※　エンパワーメント

　個人として、そして／あるいは社会集団として、意思決定過程に参画し、自律的な力をつ

けることです。
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重点目標１　政策・方針決定過程への女性の参画の拡大

【現状と課題】

　県の各種審議会等における女性の割合は「新潟県男女共同参画計画（男女平等推進プラン）」を

策定した平成 18 年の 30.4％から平成 24 年度には 35.7%（平成 24 年６月１日現在）と着実に増

加し、女性委員のいない審議会は、平成 20 年度に解消され、その後も継続して全ての審議会等で

女性が登用されています。しかしながら、県内市町村における審議会等の女性比率は、24.9％（平

成 23 年４月１日現在）にとどまっています。また、民間企業における「管理・監督的業務に従事

する者」の割合も 9.9％（平成 23 年７月 31 日現在）と低い状況にあります。

　社会のあらゆる分野における政策・方針決定過程への女性の参画を拡大するため、県や市町村は

もとより、企業、団体、地域等においても取組を進めることが必要です。

◇新潟県の審議会等への女性の登用率

資料：新潟県　　＊各年６月１日現在

（施策の基本的方向・施策の展開）

（1）　県の審議会等への女性登用を推進します。

㋐　県の審議会等委員への女性の積極的な登用を推進します。	 （全部局）

（2）　女性県職員・教職員の育成・登用を推進します。

㋐　本人の適性や希望にあわせ、多様な職務を経験させるとともに、各種研修等を通じて、積

極的に育成と登用を推進します。	 （総務管理部、病院局、企業局、教育庁、警察本部）

基
本
目
標
Ⅱ　

女
性
が
活
躍
で
き
る
社
会
づ
く
り
（
女
性
の
チ
ャ
レ
ン
ジ
支
援
の
推
進
）

10.0

平成11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24（年度）

17.0 17.5

22.620%（H12年度
末までの目標）

30%（H17年度末までの目標）

35%（H24年度末までの目標）

24.4 25.0
25.8

28.1
30.4

31.1 31.8
33.0 34.0

35.3 35.7

15.0

20.0

25.0

30.0

35.0

40.0
（％）



－ 30－

第
２
章　

基
本
目
標
、
重
点
目
標
、
施
策
の
基
本
的
方
向

（3）　市町村の政策・方針決定過程への女性の参画を促進します。

㋐　市町村の政策・方針決定過程への女性の参画状況等を取りまとめ、情報提供します。

　	 （県民生活・環境部）

（4）　企業、団体、地域等あらゆる場における方針決定過程への女性の参画を促進します。

㋐　あらゆる機会を通じて企業、団体等に対し、積極的改善措置（ポジティブ・アクション ( ※ )）

に関する情報等を提供し、女性の登用等を促進します。	（県民生活・環境部、産業労働観光部）

㋑　政策方針決定過程において、意見などを募集するパブリック・コメントの手続きが一層活用

されるよう努めます。	 （全部局）

㋒　県民一人ひとりが政治や選挙に関心を持つとともに、投票への参加が推進されるよう啓発に

努めます。	 （総務管理部）

基
本
目
標
Ⅱ　

女
性
が
活
躍
で
き
る
社
会
づ
く
り
（
女
性
の
チ
ャ
レ
ン
ジ
支
援
の
推
進
）

※　積極的改善措置（ポジティブ・アクション）

　積極的改善措置は、新潟県男女平等社会の形成の推進に関する条例第２条第２号において、

自らの意思によって社会のあらゆる分野における活動に参画する「機会に係る男女間の格差

を改善するため必要な範囲において、男女のいずれか一方に対し、当該機会を積極的に提供

することをいう。」と定義されています。
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重点目標２　女性の能力の開発・発揮

【現状と課題】

　法・制度的に経済活動などに参画する機会は充実されてきていますが、性別による固定的な役割

分担意識の解消や雇用環境整備が進んでいないなどから、実質的な機会になお男女差が認められま

す。このことから、女性が経済活動などに参画する機会は不十分であり、女性の意欲や能力が、社

会で十分に活かされているといえる状況にありません。

　女性が個性と能力を十分に発揮し、あらゆる分野に参画していくためには、多様な能力を身に付

けることが必要です。

　そのため、能力の向上や仕事・地域活動への参画など様々なチャレンジを行う女性に対して実践

的な研修や学習の機会の充実、情報提供等、積極的に支援することが必要です。

（施策の基本的方向・施策の展開）

（1）　あらゆる分野に参画できる女性人材を育成します。

㋐　女性が自らの意思によって、社会のあらゆる分野における活動に参画する力をつけられる

よう、　実践的な研修や学習の機会を積極的に提供します。	 （県民生活・環境部、教育庁）

㋑　女性が個性や能力を発揮できるよう、大学や、公民館等と連携し協力しながら、生涯を通

じた学習機会の充実に努めます。	 （県民生活・環境部、教育庁）

㋒　男女共同参画に関連する法律、条例、計画などについて、わかりやすく広報するなどその

内容の周知に努めます。〔再掲〕	 （県民生活・環境部、福祉保健部、産業労働観光部）

（2）　女性の人材に関する情報を収集、整備し、提供します。

㋐　女性の参画を促進するため、各分野で活躍する女性の情報を把握・充実し、提供します。

　	 （総務管理部、県民生活・環境部）

（3）　女性団体等への活動支援を充実します。

㋐　女性団体・グループ、ＮＰＯ等の自主的な活動を支援し、女性の社会参画を促進するとと

もに、その活動成果の普及促進に努めます。	 （全部局）

㋑　新潟ユニゾンプラザ内の女性センター機能を充実し、女性及び女性団体の活動の場の提供

に努めます。	 （県民生活・環境部）

（4）　女性の起業など様々なチャレンジを支援します。

㋐　能力の向上や仕事・地域活動などへの参画といった様々なチャレンジを行う女性の意欲を

後押しするため、情報提供や相談、活動の場の提供等により積極的に支援します。

　	 （県民生活・環境部）

㋑　女性の起業を支援するため、研修の機会や情報の提供に努めます。

　	 （県民生活・環境部、産業労働観光部、農林水産部）
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重点目標３　国際的な男女共同参画の取組の理解と国際協力活動への参画

【現状と課題】

　男女共同参画の取組は、国際的な動きに連動し、影響を受けながら進んでいることから、国際社

会の動向について理解と関心を深めていくことが必要です。

　また、国際協力やボランティア活動のニーズの高まりから、女性の国際的な活動が進んでいます。

　そのため、国際的な男女共同参画に関する問題や環境問題などの解決に向けた国際協力活動への

女性の参画をより一層促進することが必要です。

◇新潟県出身の青年海外協力隊派遣者数（うち女性）（累計）

資料：独立行政法人国際協力機構　＊各年３月 31 日現在

（施策の基本的方向・施策の展開）

（1）　国際社会の男女共同参画に関する取組への理解を促進します。

㋐　学校教育や生涯学習の場における国際理解教育を充実します。	 （教育庁）

㋑　環境・人権など地球規模で解決しなければならない問題について、女性の理解と関心を高

め、意識の醸成や学習機会の提供に努めます。	（知事政策局、県民生活・環境部、福祉保健部）

（2）　国際交流や国際協力活動への女性の参画を促進します。

㋐　青年海外協力隊や国際協力に携わるＮＰＯ、ＮＧＯ等や国際協力に関する各種セミナー等

への女性の参画の促進に努めます。	 （知事政策局）

基
本
目
標
Ⅱ　

女
性
が
活
躍
で
き
る
社
会
づ
く
り
（
女
性
の
チ
ャ
レ
ン
ジ
支
援
の
推
進
）

0
平成14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24  （年）

164 179 183 204 213 224 243 269 286 296 309

499 530 541 572 586 604 632
676

716

派遣者累計
うち女性数

721 744

200

400

600

800

1,000

（人）


